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婦人保護事業の運用面における見直し方針について（案） 

 

令和元年 5月※※日 

厚生労働省子ども家庭局 

 

婦人保護事業の見直しを検討する「困難な問題を抱える女性への支援のあり

方に関する検討会」のこれまでの議論等を踏まえ、他法他施策優先に関する取

扱いの見直しや一時保護委託の積極的活用等をはじめ、婦人保護事業の運用面

における改善について、次のとおり取り組むとともに、2020 年度予算に向け、

さらにその具体化を図る。 
 
 

１ 他法他施策優先の取扱いの見直し 
 

○ 婦人保護事業の対象となる女性の範囲については、平成 14年の局長通

知（※）で示しているが、このうち、「家庭関係の破綻、生活の困窮等正常

な社会生活を営む上で困難な問題を有する者」については、「その問題を

解決すべき機関が他にないために、現に保護、援助を必要とする状態に

あると認められる者」としている。この結果、婦人保護施設において支援

を受けるべき女性が他法他施策の事業に回され、婦人相談所の一時保護

や婦人保護施設による支援に結びつかないといった実態がある。 

このため、通知改正を行い、関係機関との十分な連携・調整の上で、婦

人保護事業による支援が必要な場合には、適切につながるようにする。 
 

  ※「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の施行に対応した

婦人保護事業の実施について（平成 14 年雇児発第 0329003 号雇用均等・児童

家庭局長通知） 

 

 

２ 一時保護委託の対象拡大と積極的活用 
 
①一時保護委託の対象拡大等 

○ 婦人相談所が行う一時保護については、一定の要件に該当する者につ

いて、適切な保護が見込まれる場合には、一時保護の委託が可能であ

り、保護が必要な若年被害女性などへの支援を進めるため、民間支援団

体に対する一時保護委託の積極的な活用が図られるよう周知徹底する。 

  また、定員を超えた場合のみ一時保護委託が可能である対象者につい

ても、本人の意向も踏まえた一時保護委託が可能となるよう対象者の範

囲の拡大を図る。 
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 ②一時保護委託契約施設における一時保護開始手続きの再周知 

○ 被害者が、一時保護委託契約施設に、直接、一時保護を求めた場合に、

婦人相談所への来所を求めている実態があるが、この場合、当該施設に

おいて、速やかに被害者の安全を確保したうえで、婦人相談所が一時保

護の要否の判断等を行うこととしていることについて、改めて周知する。 

 

 

３ 携帯電話等の通信機器の使用制限の見直し 
 
○ 携帯電話等の通信機器については、その機能により、ＤＶやストーカ

ー等の加害者が、被害者の居場所を特定し追跡することから、利用につ

いて一律に制限されていることがある。一方で、被害女性の自立に向け

た求職活動や、学校・職場への復帰に際しての連絡等においては、携帯電

話等の通信機器の使用が必要であることから、携帯電話等の通信機器の

取扱いに関する調査研究を実施した上で、安全性も考慮した新たな運用

方法について検討し、一律に制限される取扱いを見直す。 

 

 

４ 広域的な連携・民間支援団体との連携強化 
 

○ 全国知事会の下、都道府県間で申合せがなされている、配偶者からの

暴力の被害者の一時保護に係る広域連携を引き続き推進する。また、若

年女性からの相談等に対応した民間支援団体が、当該若年女性が居住す

る地域の婦人相談所、婦人相談員に、ケースを円滑につなぐことができ

るよう、婦人相談所等と民間支援団体との情報の共有等による広域的な

連携や必要な支援について、「若年被害女性等支援モデル事業」の実施状

況も踏まえ検討する。 

 

 

５ ＳＮＳを活用した相談体制の充実 
 
○ 若年層のコミュニケーション手段の中心となっているＳＮＳを活用し

た相談体制を導入することにより、若年層をはじめとした困難を抱えた

女性が支援に円滑につながるよう、ＳＮＳを活用した相談窓口の安全な

開設及び運用方法等について調査研究を実施し、相談体制の充実を図る。 
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６ 一時保護解除後のフォローアップ体制等の拡充 
 

○ 一時保護退所後の支援の充実を図るとともに、保護命令期間経過後の

支援の実態について把握し、必要な支援方策について検討する。 
  
  ○ また、婦人保護施設等退所後のアフターケアや、入所中の自立の促進 

を図るため、現在行っている「婦人保護施設退所者自立生活援助事業」、

「ＤＶ被害者等自立生活援助モデル事業」、「地域生活移行支援事業」等

の更なる充実や民間支援団体を活用した事業の委託などについて検討

する。 

 

 

７ 児童相談所との連携強化等 
 
 ①ＤＶ対応と児童虐待対応との連携強化、体制強化 

○ 第 198 回国会（通常国会）に提出した「児童虐待防止対策の強化を図

るための児童福祉法等の一部を改正する法律案」には、婦人相談所、婦

人相談員は児童虐待の早期発見に努めることとするなど、ＤＶ対策と児

童虐待防止対策との連携強化の規定を盛り込んでいる。これを踏まえ、

婦人相談員等の要保護児童対策地域協議会への積極的な参加について、

地方自治体に協力を求める。 
 
○ また、「児童虐待防止対策の抜本的強化について」（平成３１年３月１

９日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定）により、ＤＶ被害者

に同伴する子どもの支援の充実を図るため、婦人相談所に児童相談所等

の関係機関と連携するコーディネーターを配置するほか、同伴児童も含

めて適切な環境において保護することができるよう、心理的ケアや個別

対応を含めた体制整備を進めるとともに、専門職の配置基準や基準単価

の見直し等について検討する。 

 

②婦人相談員の処遇について 

○ 婦人相談員の処遇については、平成２９年度及び平成３０年度に実施

した手当額の拡充をはじめとして、その実態や専門性を踏まえ、適切な

対応について検討する。 

 

 

８ 婦人保護事業実施要領の見直し 
 

○ 当面の対応として、売春防止法等の規定に基づく用語を除き、支援の

実態にそぐわない用語について適正化のための整理を行う。 
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９ 婦人保護施設の周知・理解 
 
○ 婦人保護施設の周知及び支援の内容についての理解の促進を図るた

め、厚生労働省ホームページやソーシャルメディアにおいて婦人保護施

設の機能や取組等に関する情報提供を行う。 

  また、婦人保護施設の利用に当たっての分かりやすいパンフレットの

作成等により、婦人保護施設への理解を広げる。 

 

 

10 母子生活支援施設の活用促進 
 
○ 配偶者のない女子及びその者の監護すべき児童について、母子生活支

援施設による支援が適当な場合は、婦人相談所長は、売春防止法第３６

条の２の規定により、児童福祉法に基づく母子保護の実施に係る都道府

県又は市町村（特別区を含む。）の長に報告し、又は通知しなければなら

ないことについて改めて周知する。 
 
○ また、妊婦については婦人相談所から母子生活支援施設への一時保護

委託が可能であり、出産後は、通常の入所に切り替えることにより、妊

娠段階から出産後まで一貫した母子の支援を行うことができることに

ついても、改めて周知する。 


